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  鎌倉市が発注する工事について、工事請負者の資金調達の円滑化を図るため、中間前金払制度

を導入いたします。 

 

 

 

  当初の前払金（請負代金額の４割、5,000 万円が限度）に加え、工期半ばで請負代金額の２

割を追加して前払金します。 

 

  

 

  平成２３年４月１日以降に契約する工事から適用します。 

 

 

 

  請負代金額（複数年にわたる工事の場合は、各会計年度の出来高予定額。）の２割を超えない

範囲で 2,500 万円を限度として請求することができます。 

  ただし、当初の前金払と合計して６割を超えることはできません。 

 

 

 

  予定価格が３００万円以上の工事で、かつ、契約当初に前金払（請負代金の４割以内）が行わ

れている工事が対象となります。 

 

 

 

  中間前払金を請求するためには、次の条件に該当することが必要となります。 

   ① 工期の２分の１（複数年にわたる工事の場合は、各会計年度の施工予定期間の２分の１）

を経過していること。 

   ② 工程表により、工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事

における作業（複数年にわたる工事の場合は、各会計年度の施工予定期間に行われる作業

の２分の１）が行われていること。 

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費（複数年にわたる工事の場合は、各会計

年度の作業に要する経費）が、請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであるこ

と（出来高が５０％以上であること）。 



中間前払金の申請手続き  

  中間前金払の申請手続きは次のとおりです。 

   ① 中間前金払ができる条件をすべて満たしていることを認定するために、「中間前払金認

定請求書」を作成し、工事履行報告書を添付して契約検査課に提出してください。 

   ② 提出された内容を工程表や施工現場等の状況から確認し、条件が満たされている場合に

は「公共工事中間前払金に係る認定調書」を発行します。（条件が満たされていない場合

には、その理由を記載した「公共工事中間前払金に係る不認定調書」を発行します。） 

   ③ 市が発行した認定調書を添えて、保証事業会社に中間前払金保証の申込みを行ってくだ

さい。 

   ④ 保証事業会社から中間前払金の保証証書が発行されたら、「公共工事中間前払金申請書」

及び本市指定の「請求書」に当該保証証書の原本を添付して、契約検査課に提出してくだ

さい。 

 

  ※ 前金払の申請に必要な各種提出書類は、契約検査課ホームページからダウンロードするこ

とができます。 

 

【請求手続きの流れ】 

 
        ➊「中間前金払認定請求書」の提出 

          ※工事履行報告書を添付して契約検査課に提出してください。 

 

                 ➋「公共工事中間前金払に係る認定調書」の発行 

                  ※契約検査課から発行いたします。 

 

 

         ➌保証会社へ中間前払金保証の申込み 

          ※「公共工事中間前金払に係る認定調書」 

を添付して申込みしてください。 

  

              ➍保証事業会社による保証証書の発行 

 

 

         ➎「公共工事中間前金払申請書」の提出 

          ※保証証書及び請求書を添付して、認定日から 20 日以内に 

           契約検査課に提出してください。 

 

 

➏中間前払金の支払い 

※前払金専用口座へ振込み 
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